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別 記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 受注者は、この契約に係る業務（以下単に「業務」という。）の実施に当たっては、

個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定

する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう、個人情報に関する関係法令、関連するガイドライン及び以下の事項を遵

守の上、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏えいしてはならない。 

 

（目的外使用等の禁止） 

第３条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は

第三者（受注者の子会社を含む。以下同じ。）に提供してはならない。 

 

（再委託の禁止等） 

第４条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第５条 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資

料等を発注者の書面による事前の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

 （安全管理措置） 

第６条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏えい

等」という。）の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置（以下「安

全管理措置」という。）を講じなければならない。 

２ 受注者は、安全管理措置を講じるに当たっては、発注者が自ら講じている安全管理措置

と同等以上の措置を講じなければならない。 

 

（業務従事者等に対する監督等） 

第７条 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を定め、これらの者以外

に個人情報を取り扱わせてはならない。 

２ 受注者は、個人情報を取り扱う業務従事者の人数及びその権限を必要最小限にしなけれ

ばならない。 

３ 受注者は、個人情報を取り扱う業務従事者に対し、個人情報の保護に関する意識の高揚
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を図るための啓発及び情報セキュリティ対策等の個人情報の適正な管理のために必要な

研修を実施しなければならない。 

 

（個人情報を取り扱う場所等） 

第８条 受注者は、個人情報を取り扱う場所を定め、当該場所以外で個人情報を取り扱って

はならない。 

２ 受注者は、個人情報を前項に規定する取扱場所から持ち出してはならない。ただし、あ

らかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（安全管理措置の報告等） 

第９条 受注者は、発注者に対し、業務の着手前に、次に掲げる事項を書面により報告しな

ければならない。当該報告後に変更があった場合も、同様とする。 

（１）情報セキュリティ対策の実施状況 

（２）個人情報の取扱いに係る責任者（個人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する

個人番号をいう。）及び特定個人情報（同条第２条第８項に規定する特定個人情報をい

う。）を取り扱う業務にあっては、責任者及び業務従事者） 

（３）個人情報を取り扱う場所 

（４）第７条第３項の研修の内容 

（５）前各号に掲げるもののほか、書面により別途発注者が指示した安全管理措置に関する

事項 

 

 （収集の制限） 

第１０条 受注者は、業務を処理するために個人情報を収集するときは、契約の目的を達成

するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（事故発生時における報告等） 

第１１条 受注者は、個人情報の漏えい等に係る事故が発生した場合、又は発生したおそれ

があると判断した場合は、直ちにその状況を発注者に報告しなければならない。この場合

において、受注者は、発注者の指示に従い、当該事故の対応及び２次被害の防止等の必要

な措置を講じなければならない。 

２ 発注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関す

る情報を公表することができる。 

 

 （個人情報の消去等） 

第１２条 受注者は、業務完了後直ちに、発注者から提供を受け、若しくは提供を受けたも

のを複写し、若しくは複製し、又は業務を処理するため受注者自ら収集し、若しくは作成

した個人情報を、発注者の指示に従い消去し、及び個人情報が記録された資料等を発注者
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に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該

指示した方法による。 

 

 （契約の解除及び損害賠償） 

第１３条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、

この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

２ 業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合であって、受注者の故意又は過失

を問わず受注者が発注者に対し損害を発生させたときは、受注者は、発注者に対し、その

損害を賠償しなければならない。 

  

（委託業務の検査等） 

第１４条 発注者は、必要と認めるときは、受注者の個人情報の取扱いの状況について監査

若しくは検査（実地での検査を含む。以下同じ。）をし、又は受注者に対し、必要な報告

を求めることができる。 

 

（発注者の指示） 

第１５条 発注者は、第９条若しくは前条の報告を受け、又は前条の監査若しくは検査の結

果、受注者による安全管理措置等が不十分であると判断した場合には、当該措置等の改善

をするよう受注者に指示することができる。この場合において、受注者は、正当な理由が

ない限りその指示を拒んではならない。 

 

（存続） 

第１６条 この契約が効力を失った場合であっても、受注者が業務に関して知り得た個人情

報を保有している限り、この個人情報取扱特記事項の定めは、引き続き効力を有するもの

とする。

 


